
 

     
高度地区の説明書 

千葉市 都市局 都市部 都市計画課 

平成２５年 ６月 策定 

平成２７年 ３月 改訂 

令和 ４年１２月 改訂 

令和 ５年 ９月 改訂 

千葉市では、住環境の維持、秩序ある街なみの形成を図るため、建

築物の高さの限度を定める都市計画高度地区を平成２５年６月に変更

しました。 

本書は、「高度地区の規定書」と、その運用のルールを定める「運用

基準」の内容について、説明したものです。 
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建築物の高さのルールが変わりました   

 千葉市では、市街地における住環境を維持し、秩序ある街並みの形成を図るため、

建築物の高さのルールを定める「都市計画高度地区」を変更し、建築物の最高高さ

制限を導入しました。 

 

  都市計画の決定告示・施行日  平成２５年６月１１日 

 

・住宅地において、周辺の街並みから突出する新たな建築物の建築を

抑制することができます。 

・最高高さ制限を超える計画については、原則、地区計画などにより

周辺の住環境への配慮がされます。 

効 果 

最高高さ 

制限 

※最高高さ制限の適用除外や特例があります。 

【これまで】 【最高高さ制限導入後】 

街なみのイメージ 

高層建築が可能 
新規は高さを抑制 

既存建築物は現在の高さま

での建替えが可能 

 高度地区とは 

 市街地の環境の維持や土地利用の増進のため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める都市計画です。 

これまで高度地区が指定されていた以下の区域（P3 図面参照） 

 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、 

 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 のうち、 

 容積率が２００％、建ぺい率が６０％の地域 

 

※対象とならない区域 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、商業地域、近隣商業地域、 

工業専用地域、工業地域、準工業地域 

市街化調整区域 

（なお、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域では、すでに高さの限

度を１０ｍに定めています。） 

 

対象区域 
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現在の北側斜線制限に加え、新たに最高高さ制限を設けました。 

最高高さ：国道 14号・357・16号を境に 

内陸部２０ｍ（6階程度） 臨海部３１ｍ（10 階程度） 

 

10F程度 

 

  

  ～ 高度地区変更の概要 ～ 

制限内容 

内陸部 

31m 

5m 

第一種高度地区(31m) 

臨海部 

建築可能範囲 

新たに制限 

される部分 

北 

 1 

1.25 

0.6 

1 

第一種高度地区(20m) 

北側隣地境界線 又は 

北側道路の反対側境界線 

一律に制限するのではなく、既存の建築物や分譲マンションの建替えな

ど一定の配慮が必要なものは、最高高さ制限の適用除外や特例措置があ

ります。 

  ・地区計画等の区域内の建築物の適用除外 

  ・既存分譲マンションの再生の特例 

・既存建築物の建替えの特例  など 

特例措置等 

 1 

1.25 

0.6 

1 

新たに制限 

される部分 

4m 

0.6 

1 

 1 

1.25 

5m 

北 

 1 

1.25 
6F程度 

第二種高度地区(20m) 

北 新たに制限される部分 

20m 

10m 

8m 

建築可能範囲 

6F程度 

20m 

新たに制限される部分 
第二種高度地区(31m) 

10F程度 

10m 

31m 

北 

建築可能範囲 

建築可能範囲 
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 高度地区における建築物の高さの制限は、都市計画として定める「高度地区の規定書」に規定してい

ます。また、「制限の緩和」「適用の除外」「認定による特例」なども、この規定書に定めています。 

 あわせて、「適用の除外」や「認定による特例」となる場合の具体的な要件や、実際の手続きに関する

事項なども定める必要があり、これらについては「運用基準」に示しています。 

このように、規定書と運用基準をセットとして高度地区の運用を図ることになりますので、これらの

内容について、以下に解説します。 

 

 

 

 

 

 

  地盤面から建築物の屋上（パラペットを含む）までの高さをいいます。 

  ただし、屋上に階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓などを設ける場合、それらの屋上部分の

水平投影面積の合計が建築面積の 1/8以内であれば、５ｍまでは最高高さ制限の高さの算定には含ま

れません。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基準日とは、この最高高さ制限を定める都市計画が施行された平成２５年６月１１日です。 

 この基準日において既に建っている建築物は、適用の除外や認定の特例の対象となる場合があります。 

 

 

１ 規定書・運用基準の解説  

1-1 規定書 第１ 用語の定義   

（１）建築物の高さ                   規定書 第１ （１） 

階段室等で建築面積の 1/8以内 

５ｍ 

建築物の高さ 最高高さ制限 

○ 

階段室等で建築面積の 1/8以内 

× 

建築物の高さ 

北側斜線制限 

（２）基準日                      規定書 第１ （５） 
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高度地区による高さ制限が緩和される場合です。この内容は、従前から定められていたものであり、

変更はありません。 

 

 

 

→ 北側隣地境界線は水路等の幅の１／２だけ外側にあるとみなします。 

  

1-2 規定書 第３ 制限の緩和   

（１）北側隣地境界または北側の前面道路の反対側に水路等がある場合 

（２）敷地の地盤面が北側隣地の地盤面より１ｍ以上低い場合 

敷 地 

Ｈ≧１ 
（Ｈ－１）/２ 

緩和によるみなし地盤面 

真北 

隣地 

北側隣地境界線 

最高高さ制限 

※最高高さ制限は緩和されません 

 

通常の北側隣地境界線等 

緩和によるみなし

北側隣地境界線 

水路等 Ｗ 

最高高さ制限 

真北 

緩和される部分 

Ｗ／２ 

敷 地 

緩和される部分 

  → 当該敷地の地盤は（Ｈ－１）／２だけ高い位置にあるとみなします。       
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  （３）特定行政庁が都市計画道路等を前面道路とみなす場合   

（４）複数の建築物が建築基準法により一の敷地内にあるとみなされる場合    

敷 地 隣 地 

都市計画道路等 

真北 

最高高さ制限 

通常の北側隣地境界線 

緩和によるみなし

北側隣地境界線 

緩和される部分 

敷地Ａ 敷地Ｂ 隣地 

最高高さ制限 

隣地 

一の敷地とみなす 

緩和される部分 

真北 

真北 

  → 計画道路内の隣地境界線はないものとみなします。     

  → 高度地区の高さ制限についても一の敷地内にあるとみなし、適用します。     
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 次の（１）から（６）のいずれかに該当するものは、高度地区の高さ制限の全部又は一部が適用除外

となります。 

 ただし、高度地区の違反建築物である場合は、適用の除外とはなりません。 

  

  

  

 

→ 高度地区の高さ制限に適合していない部分については、北側斜線制限や最高高さ制限は適

用しません。建築物をそのまま使いつづけることができます。 

 

【適用除外の手続き】不要です。 

 

 

 

 

→ 増築する部分が高度地区の制限の範囲内である場合は、制限に適合していない既存建築物

の部分については高度地区の北側斜線制限や最高高さ制限は適用しません。増築にあたっ

て、不適格部分の是正は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【適用除外の手続き】規定書第４ 第２項  運用基準 第２章 基準１ ２  

    建築の確認申請や計画通知の際に、高度地区の既存不適格調書等の提出が必要です。 

    

＜参考フロー＞ 

      建築確認申請・計画通知   →  着工  

     既存不適格調書等を提出 

 

 

（１）基準日において、すでに建っている建築物や修繕などの工事中の建築物で、

高度地区の制限に適合していないもの 

1-3 規定書 第４ 適用の除外        

（２）高度地区による制限に適合していない部分を有する建築物について増築を行

う場合 

最高高さ制限 

増築 

○ 
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 → 高度地区の北側斜線制限、最高高さ制限は適用しません。大規模修繕などにあたって、不

適格部分の是正は不要です。 

 

【適用除外の手続き】不要です。 

 

 

 

 

 

→ 安全・安心を優先し、高度地区による北側斜線制限、最高高さ制限の対象とはなりません。

耐震改修にあたって、不適格部分の是正は不要です。 

 

 

 【適用除外の手続き】規定書 第４ 第２項  運用基準 第２章 基準２ ２  

   耐震改修の認定申請時に、高度地区の既存不適格調書等の提出が必要です。 

 

 ＜参考フロー＞ 

    耐震改修認定申請  →  着工  

   既存不適格調書等を提出 

 

 

 

 

 

→ 高度地区の最高高さ制限の対象とはなりません。竣工後もそのまま使い続けることができます。 

    ただし、高度地区による北側斜線制限に適合している必要があります。 

 

  【現に建築の工事中とは】運用基準 第１章 ２（７） 

   基準日において、確認済証の交付を受けており、次のいずれかに該当するものをいいます。 

① 根切工事に着手し、継続して工事を行っているもの 

② 杭打ち工事に着手し、継続して工事を行っているもの 

 

【適用除外の手続き】不要です。 

 

 

（３）高度地区の不適格部分を有する建築物について、修繕や模様替え、用途変更

を行う場合 

（５）基準日（最高高さ制限が施行された日）において、建築の工事中のもので高度地区

の制限に適合していないもの 

（４）高度地区の不適格部分を有する建築物について、耐震改修促進法に基づく認

定を受けて耐震改修を行う場合 
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→ 地区計画など、他の都市計画により、建築物の最高高さが別に定められている場合は、高

度地区の最高高さ制限（20mまたは 31m）を適用せず、地区計画等で定められた高さを最高限

度とします。 

    ただし、高度地区による北側斜線制限は守る必要があります。 

 

【地区計画等とは】運用基準 第１章 第２項 ８ 

   都市計画で定める地区計画、景観地区をいいます。 

 

【適用除外の手続き】不要です。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

高度地区による最高高さ制限を超える地区計画を定める場合は、北側斜線制限に適合するとともに、

次の項目を参考として、周辺住環境に与える影響が少なくなるように配慮した事項を、地区計画に適

切に定めるものとします。 

① 建築物の高さの最高限度     ②地区計画の目標・方針 

③ 地区計画の区域         ④壁面の位置の制限 

④ 建築物の形態又は意匠の制限   ⑥垣又は柵の構造の制限 

 

【周辺住民への説明】 

 地区計画を定めようとする際は、地区計画の区域の境界から地区計画で定める建築物の高さの

２倍の距離の範囲内の居住者や自治会等に説明することが必要です。また、説明を終えた場合は、

その説明状況について市に報告が必要です。（運用基準 第５章 ２）  

（６）建築物の高さの最高限度が定められている地区計画等の区域内で、当該地区計画

等に適合している建築物 

 地区計画を定める場合の配慮事項等    運用基準 第４章 １及び２ 

 「地区計画」とは、地区にあったまちづくりのルールをお住まいの皆さんが主役となって、話し

合い、考えを出し合いながら、地区の実情と将来を見据え、建物の用途や高さ、建て方などを都

市計画として定めるものです。 

  地区計画において建築物の高さの最高限度が定められている場合、その地区内では、高度地区

の最高高さ制限は適用されず、地区計画に定められている数値が限度となります。 

  地域の皆さんが高度地区の最高高さ制限よりも低い数値、あるいは高い数値を望む場合など、

地域の特性に応じたきめ細かな制限を設ける場合は、地区計画を活用することができます。 
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既存の分譲マンションの再生や既存建築物の建替えなど、一定の要件を満たすもので市長が認めた

ものは、高度地区の最高高さ制限を超えることができます。 

 

 

  

分譲マンションにお住まいの方が、安心して住み続けられるよう、一定の要件を満たした建替えな

どの分譲マンション再生については最高高さ制限を超えることができます。 

 

  【分譲マンションとは】規定書 第１（４） 

 二以上の区分所有者がある建築物で、人の居住のための専有部分の床面積が過半を占めるもの

をいいます。 

         分譲マンション           分譲マンションではない 

（特例対象）            （特例対象とならない） 

 

 

  

 

 

 

【分譲マンションの再生とは】規定書 第５（１） 

分譲マンションの再生とは、分譲マンションを、Ａ．建替える、Ｂ．増築する、Ｃ．改築する、の

３種類があります。以降、それぞれについて順に説明します。 

 

 

 

 

→ 次の要件をすべて満たす場合で市長が認めたものは、高度地区の最高高さ制限を超えることが

できます。ただし、北側斜線制限は守る必要があります。 

建替えの回数の制限はありません。（規定書第５ 第２項） 

 

① 基準日（最高高さ制限が施行された日）において、現に存する建築物又は建築、修繕、

模様替の工事中の分譲マンションの建替えであること。 

② 建替え後も分譲マンションであること。 

③ 建替え後の敷地面積は、建替え前の敷地面積を上回らないこと。ただし、敷地境界の

整序化に伴い増加した場合を除く。 

 

1-4 規定書 第５ 認定による特例 

Ａ 分譲マンションを建替える場合  運用基準 第３章 基準３ 

    

居住部分 

店舗・事務所等 

居住部分 

店舗・事務所等 

規定書 第５（１） 分譲マンション再生の特例 
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なお、近隣同士が将来にわたり良好な居住環境のもとで安心して暮らせるよう次の項目を参

考に、周辺住環境への配慮を自主的に行うこととします。 

 

【周辺住環境への配慮事項】運用基準 第３章 基準３ １－２ 

① 壁面の位置は、周辺住環境を悪化させないよう、適切に定める。 

② 敷地内の緑化や外周部の緑化に努める。 

③ 前面道路の整備状況に応じて、歩道状空地の確保に努める。 

④ 千葉市景観計画において定められた景観形成基準に基づき、良好な景観形成に努める。 

 

＜周辺住環境への配慮の例＞ 

 

 

  

壁面位置の後退 

外周部の積極的な緑化 

歩道状空地の確保 

道路 

敷地 敷地は前の面積を 

上回らない 

 

建替え 

最高高さ制限 
分譲マンション 

建替え後も 

分譲マンション 

（敷地境界の整序化による場合を除く） 

高度地区の 

北側斜線制限 

※北側斜線制限は守る 

周辺住環境へ 

配慮する 
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最高高さ制限 

建替え前の高さを超えて建替えることができます 

○ 

最高高さ制限 

建替え前の高さが最高高さ制限を超えていない場合でも、最高高さ制限を超えて建替えることができます 

○ 

最高高さ制限 

当初の敷地面積を上回った場合は、特例の対象とはなりません。（敷地境界の整序化に伴う場合を除く） 

敷地 敷地 

× 

隣接地 

分譲マンションの建替えの特例の適否 
北側斜線制限 

北側斜線制限 
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最高高さ制限 

延床面積の過半が分譲マンション以外の用途となる場合は、特例の対象とはなりません。 

分譲 

ﾏﾝｼｮﾝ 

分譲 

ﾏﾝｼｮﾝ 

他の用途 

× 最高高さ制限 
分譲 

ﾏﾝｼｮﾝ 

分譲ﾏﾝｼｮﾝ 

賃貸ﾏﾝｼｮﾝ 

賃貸 

ﾏﾝｼｮﾝ 

一団地認定区域 一団地認定区域 

○ 

一団地内にある賃貸マンションと一緒に建替える場合、建替え後の延床面積の過半が分譲マンションであれ

ば最高高さ制限にかかわらず建替えることができます。 

× 

北側斜線制限 
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 建替えにおいて売却された敷地部分は、特例の対象とはならず、最高高さ制限を超えることはできま

せん。ただし、建替えのために、民間事業者等に対して一括譲渡を行った後に再取得する場合は除きま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【認定の手続き】規定書 第６  運用基準 第３章 基準３ ４及び５ 

 認定を受けようとする場合は、必要書類を添付して高度地区認定申請書を市長に提出し、確認申

請の前に特例の認定を受けてください。 

 市長は、要件を満たしたと認めたときは、申請者に認定通知書を交付するとともに、その旨を公

告します。 

 

  ＜参考フロー＞ 

    特例認定申請  →  認定・公告  →  確認申請  →  着工  

   認定申請書等を提出 

          約１か月 

  

 売却地の取扱い  運用基準 第３章 基準３ １－３ 

    

敷地 

最高高さ制限 最高高さ制限 

敷地 売却地 

○ × 
北側斜線制限 
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  「増築」とは、同一敷地内にある建築物の床面積を増加させる行為をいいます。分譲マンションの

「増築」となる場合、増築のパターンによって高度地区の特例等の取扱いが異なりますので、それぞ

れについて説明します。 

 

  Ｂ－１ 不適格部分を有する分譲マンションに、駐輪場や管理棟などを増築する場合 

                   （運用基準 第３章 基準３ ２（１）） 

 

→ 増築する部分が最高高さ制限や北側斜線制限に適合している場合は、規定書第４「適用の除

外」の対象となります。運用については、基準１「不適格部分を有する建築物の増築に関する

基準」を適用します。 

  増築にあたって、不適格部分の是正は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ－２ 既存の分譲マンションを除却する前に建替えマンションを建築することにより、

「増築」となる場合（運用基準 第３章 基準４ ２（２）） 

 

   ア 建替え後の分譲マンションが最高高さ制限を超える場合 

    → 基準３「１－１ 建替えにおける認定要件」 

 「１－２ 建替えにおける周辺住環境への配慮事項」 

 「１－３ 建替えにおける売却地の取扱い」を適用します。 

       

 

 

 

  

Ｂ 分譲マンションに増築する場合  運用基準 第３章 基準３ ２ 

    

建

替

ﾏﾝ

ｼｮ

ﾝ 

 

最高高さ制限 
最高高さ制限 

後で除却 
増築 

北側斜線制限 

Ｐ７（２）の手続き、参考フローを参照し

てください。 

増築 

○ 

最高高さ制限 

是正は不要 

○ 是正は不要 
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イ 既存の建築物が最高高さ制限を超えているが、建替え後の分譲マンションが最高高

さ制限以下の場合 

    → 基準１「不適格部分を有する建築物の増築に関する基準」を適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ－３ 既存の分譲マンションに、最高高さ制限を超える高さの屋外階段やエレベーター

等を増築する場合（運用基準 第３章 基準３ ２（３）） 

    → 基準５「不適格部分を有する建築物への階段、昇降機等の用に供する部分の増築に関する

基準」を適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階

段 

・ 

E

V 

 

最高高さ制限 最高高さ制限 

増築 

○ 

○ 

建

替 

ﾏﾝ 

ｼｮﾝ 

 

最高高さ制限 
最高高さ制限 

増築 

Ｐ７（２）の手続き、参考フローを参照し

てください。 

 

Ｐ２１ 規定書第５（３）の要件、参考フローを参照してください。 

Ｐ１０から記載の「Ａ 分譲マンションを建替える場合」の

認定要件、周辺住環境への配慮の例、認定の手続き、参考フ

ロー（Ｐ１４まで）を参照してください。 

後で除却  

是正は不要 

是正は不要 
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  「改築」とは、すでにある建築物の全部又は一部を取り壊して、従前の用途、構造、規模を著しく

異ならないものに建替えることをいいます。 

分譲マンションを改築する場合についても、改築後の建築物が最高高さ制限を超えることができま

す。 

 

既存の分譲マンションを改築する場合（運用基準 第３章 基準３ ３） 

    → 基準３「１－１ 建替えにおける認定要件」 

 「１－２ 建替えにおける周辺住環境への配慮事項」 

 「１－３ 建替えにおける売却地の取扱い」を適用します。 

 

 

 

 

 

  

Ｃ 分譲マンションを改築する場合  運用基準 第３章 基準３ ３ 

    

建

替

ﾏﾝ

ｼｮ

ﾝ 

 

最高高さ制限 
最高高さ制限 

○ 

Ｐ１０から記載の「Ａ 分譲マンションを建替える場合」の認定要件、周辺住環境

への配慮の例、認定の手続き、参考フロー（Ｐ１４まで）を参照してください。 
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→ 次の要件をすべて満たす場合で市長が認めたものは、高度地区の最高高さ制限を超えることが

できます。ただし、北側斜線制限は守る必要があります。 

   建替えの回数の制限はありません。 

  

【認定の要件】運用基準 第３章 基準４ １－２ 

① 基準日（最高高さ制限が施行された日）において、現に存する建築物又は建築、修繕、

模様替の工事中の建築物の建替えであること 

② 建替え前の高さを超えないこと  

③ 主用途を変更しないこと 

④ 建替え後の敷地面積は、建替え前の敷地面積を下回らないこと。 

ただし、公共施設等の整備や敷地境界の整序化に伴う場合を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【周辺住環境への配慮】運用基準 第３章 基準４ １－３ 

千葉市景観計画において定められた景観形成基準に基づき、良好な景観形成に努めることと

します。 

 

 

 

規定書 第５（２）不適格部分を有する建築物を建替える場合  

敷地 敷地は前の面積を 

下回らない 

 

建替え 

最高高さ制限 

 
建替え後も過半が従前と同じ用途 

（公共施設用地のために減少の場合を除く） 

高度地区の 

北側斜線制限 

※北側斜線制限は守る 

周辺住環境へ 

配慮する 

建替え前の高さを超えない 

最高高さ制限以下で建替えられた場合の以降の扱い  

運用基準 第３章 基準４ １－４ 
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 最高高さ制限以下の高さで建替えられた場合は、以降の建替えについては、最高高さ制限を超え

ることはできません。 

 

 

 

  

最高高さ制限 

○ 

最高高さ制限 

○ ○ 

最高高さ制限 

○ × 

建替え前の高さを超えることはできません。 

建替え前の高さまで可能です。 

不適格部分を有する建築物の建替えの特例の適否 
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最高高さ制限 

○ × 

最高高さ制限以下で建替えられた場合は、以降、最高高さ制限を超えることはできません。 

最高高さ制限 

敷地 

当初の敷地面積を下回った場合は、特例の対象とはなりません。 

（公共施設等の整備、敷地境界の整序化のために面積減となった場合は除く） 

× 

敷地 

最高高さ制限 業務ビル マンション 

× 

主用途を変更して建替える場合は、特例の対象とはなりません。 
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【認定の手続き】規定書 第５ 第２項  運用基準 第３章 基準４ ２及び３ 

 認定を受けようとする場合は、必要書類を添付して高度地区認定申請書を市長に提出し、確認申

請の前に特例の認定を受けてください。 

 市長は、要件を満たしたと認めたときは、申請者に認定通知書を交付するとともに、その旨を公

告します。 

 

＜参考フロー＞ 

    特例認定申請  →  認定・公告  →  確認申請・計画通知  →  着工  

  認定申請書等を提出 

          約１か月 

 

 

 

 

→ 円滑な移動や利用のために必要な階段や昇降機等の増築については、高度地区の最高高さ制限

を超えることができます。また、増築にあたって不適格部分の是正は不要です。 

 

【認定の要件】 運用基準 第３章 基準５ １ 

① 基準日において、現に存する又は建築、修繕、模様替の工事中の建築物で、最高高さ制

限（または北側斜線制限）に適合しない建築物への増築であること 

② 増築部分の高さは、施設の機能上、必要な高さまでであること。ただし、北側斜線制限

に適合していること。 

③ 増築の範囲は、施設の機能上必要な階段、昇降機の用に供する部分と、必要最小限の廊

下・通路等の取合い部分であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定書 第５（３）不適格部分を有する建築物に階段、昇降機等を増築する場合 

最高高さ制限 

 

○ 

階段、昇降機等の増築 
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 新たに不適格部分を生じない場合の扱い（運用基準 第３章 基準５ ２） 

 増築する部分が規定書第１（１）ただし書きの規定により、新たに不適格部分を生じない場合 

→ 基準１「不適格部分を有する建築物の増築に関する基準」を適用します。 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

【認定の手続き】規定書 第５ 第２項  運用基準 第３章 基準５ ２及び３ 

 認定を受けようとする場合は、必要書類を添付して高度地区認定申請書を市長に提出し、確認申

請の前に特例の認定を受けてください。 

 市長は、要件を満たしたと認めたときは、申請者に認定通知書を交付するとともに、その旨を公

告します。   

 

＜参考フロー＞ 

    特例認定申請  →  認定・公告  →  確認申請・計画通知  →  着工  

   認定申請書等を提出 

          約１か月 

 

 

 

→ 公益上または土地利用上やむを得ないもので、有識者等の意見を聴いて市長が認めたものは、

高度地区の最高高さ制限を超えることができます。 

ただし、北側斜線制限は守る必要があります。 

 

【対象となる建築物】運用基準 第３章 基準６ １ 

① 病院（医療法第１条の５に規定されるもの） 

② 国、地方公共団体が所有または維持管理する建築物 

③ 郵便法、電気通信事業法等の用に供する施設 

④ 防災機能を有する施設（津波・高潮対策の施設等） 

⑤ その他これらに類するもの 

であって、施設の機能上、その他やむを得ない事情により最高高さ制限に適合させることが困難

であるもの 

規定書 第５（４） 公益上又は土地利用上やむを得ない建築物 

階段等の増築部分が建築面積の 1/8以内 

５ｍまで高さの算定に含まない   

新たな不適格部分を生じないため、 

規定書第４「適用の除外」（２）を適用する 
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【周辺住環境への配慮】運用基準 第３章 基準６ ２ 

認定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を周辺地区に与える影響が少ないように適切に定め、

周辺住環境への配慮を自主的に行うこととします。 

① 千葉市景観計画において定められた景観形成基準に基づき、良好な景観形成に努めること 

② 周辺住居等に対する日照が十分確保されるものであること 

③ 騒音について配慮（設備機器、開口部の位置形状等）されていること。 

④ 前面道路の整備状況に応じ、歩道状空地の確保に努めること。 

 

【認定の手続き】規定書第５ 第１項、第２項  運用基準 第３章 基準６ ３及び４ 

 認定を受けようとする場合は、認定申請を行う前に市長に事前協議を行ってください。事前協議

があった場合は、市長は有識者（高度地区アドバイザー）の意見を聴くとともに、設計において配

慮すべき事項等について申請者に回答します。 

認定を受けようとする場合は、事前協議の回答を踏まえ、必要書類を添付して高度地区認定申請

書を市長に提出し、確認申請の前に特例の認定を受けてください。 

 市長は、必要に応じ高度地区アドバイザーの意見を再度聴き、やむを得ないものと認めたときは、

申請者に認定通知書を交付するとともに、その旨を公告します。 

   

＜参考フロー＞ 

 事前協議申請  →  高度地区ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰに意見聴取  →  事前協議回答  

    

約１．５か月 

 

 特例認定申請  →  必要に応じ高度地区ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰに意見聴取  →  認定・公告  

   認定申請書等を提出 

約１．５か月 

 

→  確認申請・計画通知  →  着工  

公益上・土地利用上やむを得ないものの例 

消防署 病院 

その他 

郵便法、電気通信事業法、電気事業法、

ガス事業法、液化石油ガス法、水道法、

下水道法、熱供給事業法の用に供する施

設、津波・高潮対策の施設 
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２ 資料  

都市計画法に基づき建築物の高さを制限する都市計画です。 

用途地域内において市街地の環境を維持、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの

最高限度または最低限度を各都市の状況に応じて定めるものです。 

本市では、住居系の用途地域のうち、以下の地域において建築物の高さの最高限度を定める

２種類の斜線型の高度地区を指定していました。 

0.6 

1 

 1 

1.25 

5m 

10m 

北側隣地境界線又は北側道路の反対側境界線 

第 1種高度地区 第２種高度地区 

10m 

20m 

0.6 
1 

 1 
1.25 

北側隣地境界線又は北側道路の反対側境界線 

＊用途地域とは 

都市計画法第８条に基づく「地域地区」の一種です。 

目指すべき市街地像に応じて住居、商業、工業などの用途別に分類される 

１３種類の地域の総称です。 

 

指定区域は 

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、 

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 で  

容積率 ２００％ 建ぺい率 ６０％ の地域  

※ 第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には、 

１０ｍの最高高さ制限が別途定められています。 

 

2-1 高度地区とは 

2-2 これまでの高度地区の指定状況 
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背景：高層建築物の計画が周辺住民の住環境への不安につながり、地域の問題となって

います。 

 

住宅地における高層建築物の新規建設による環境問題の発生を抑制し、市街地の住環境を維持

するとともに、秩序ある街並みの形成を図ることを目的に、高度地区の制限内容を見直し、新た

に建築物の最高高さ制限を定めることとしました。 

千葉市では、日照、通風、採光等の条件を保護し、隣接の中高層建築物から受ける圧迫感を防

止するなど住環境を確保することを目的に、昭和 49年に現在の高度地区を決定しました。 

この高度地区では、北側隣地境界線からの距離に応じて建築物の高さの限度を斜線状に定めて

いますが、上限が定められていないため、住宅を主体とする地域であっても大規模な敷地におい

ては、高層建築物が建築可能となっています。 

近年、大規模な建築物が周辺地域の住環境に大きな影響を与えている事例が全国的に多く発生

しています。 

千葉市においても、住宅を主体とする地域に高層建築物の計画が増え、住環境への不安から地

域の問題となることが多く、行政への相談や議会への陳情が行われるなど、地域の住環境保全へ

の対策が強く求められています。 

 

目的：市街地の住環境を維持するとともに、秩序ある街並みの形成を図ります。 

2-3 高度地区を変更した背景・目的 

2-4 制限高さ（20m、31m）の設定理由 

 市内の３階建て以上の建築物を調査したところ、５階建てと６階建ての間で棟数が大幅に減少

し、３～６階建のものが８割以上を占めています。 

 一方、高さ２０ｍは概ね６階程度となり、敷地内に一定の空地を確保しつつ、指定されている容

積率２００％を活用することが可能な高さとなります。 

 これらを勘案し、過度な制限とならないように制限高さを設定しました。 

 国道（14号、357号、16号）より海側は、埋め立てにより計画的な基盤整備が行われており、ま

た、土地利用の混在もなく計画的に配置されています。 

 計画的な住宅整備により中高層の共同住宅が多数存在していることから、過大な私権の制限とな

らないように配慮するとともに、他都市における住居系用途地域（容積率２００％）での高度地区

の最高高さ制限値などを参考に、制限高さを設定しました。 

１ 現在建てられている建物の状況を踏まえるとともに、指定されている容積率 200％

に対して過度な制限とならないように、制限高さを設定しました。 

２ 臨海部は計画的な基盤整備や土地利用配置が行われており、内陸部より高い建築

物を許容できると考え、内陸部よりも制限する高さを高く設定しました。 



 

26 

 

 

  

 高度地区に建築物の高さの最高高さ制限を設けることについて、２度の市民意見募集や都市

計画の公聴会を行いました。 

いただいたご意見などを踏まえ、分譲マンションなど既存建築物の建替えにおける要件を緩

和するなどの見直しを行い、都市計画審議会に諮り、可決されました。 

 

平成 22年 9月 「都市計画高度地区の見直し検討案」公表 

市民意見募集（１回目） 

 

平成 23年 12月 「都市計画高度地区の見直し検討案」公表 

市民意見募集（２回目） 

 

 

修正 
・既存建物は最初の建替えに限り、現在の高さまで可能 

・既存分譲マンションの建替えは、一定の敷地面積要件、接道

要件を満たせば、最高高さ制限の対象外 など 

修正 
・既存建物は、建替えの回数にかかわらず現在の高さまで可能 

・既存分譲マンションの建替えの、敷地面積要件、接道要件を

取りやめ など 

平成 24年 5月 17 日 「都市計画高度地区の見直し修正案」公表 

 

平成 24年 12月    都市計画高度地区の変更素案 縦覧 

平成 25年 1月    都市計画高度地区の変更素案に係る公聴会 

平成 25年 3月    都市計画高度地区の変更案 縦覧 

 

 

平成 25年 5月 20 日  千葉市都市計画審議会 審議・可決 

 

 

平成 25年 6月 11 日  都市計画高度地区の変更 決定告示・施行 

2-5 高度地区の見直しの経過 
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 高度地区の規定書、運用基準、本書については、都市計画課ホームページ 

http://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/keikaku/gaiyou/koudochiku.html 

でご覧になれます。 

 

 お問い合わせ先   千葉市都市局都市部都市計画課 

           電話 ０４３－２４５－５３０４ 

           FAX  ０４３－２４５－５６２７ 

           電子メール keikaku.URU＠city.chiba.lg.jp 

 

http://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/keikaku/

